
 

「パートナーシップ構築宣言」の更新について 

 

 

今般、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正・施行（令和８年１月 1日）に伴

い、当組合の「パートナーシップ構築宣言」を更新いたしましたのでお知らせいたします。 

 

 引き続き、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・

共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築し、「地域に密着し地域社会に 

奉仕する」という経営理念のもと、持続可能な社会の実現に向け、地域の社会・経済・環境

等の諸課題の解決に取り組むなど、協同組織金融機関としての使命を果たしてまいります。 

 

記 

 

１. 更新日 

令和８年１月１５日 

 

２. 宣言内容 

別紙のとおり 

 

３. パートナーシップ構築宣言とは 

経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣（内閣府、経済産業省、厚生労働省、農

林水産省、国土交通省）をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会

議」において令和２年５月に創設され、サプライチェーン全体の付加価値向上と規模・

系列等を越えた連携促進による共存共栄を目指し、個別企業が取り組み方針を自主的

に宣言する枠組みです。 

詳しくは、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-

partnership.jp）をご覧ください。 

 

 

 

以 上 

 

「パートナーシップ構築宣言」 

 

 

https://www.biz-partnership.jp/
https://www.biz-partnership.jp/


「パートナーシップ構築宣言」 

 

 当組合は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との

連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の

項目に重点的に取り組むことを宣言します。 

 

１. サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

   直接の取引先だけでなくサプライチェーンの深い層の取引先に働きかけるこ

とにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存

の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目

指します。 

 

（個別項目） 

  当組合では取引先が抱える様々な経営課題の解決に向け、必要となる金融支援

や本業支援の最適なソリューションを提供し、取引先に真に寄り添った伴走型 

支援を展開してまいります。 
 

○ ビジネスマッチング 

お取引先の「売りたい」「買いたい」「探している」等の販売・調達ニーズ等

を全店舗で共有し、マッチング支援に取り組んでまいります。また、組合内

だけでなく都内１９信組のネットワークを活かしたマッチングにも取り組み、

お取先の販路拡大を支援してまいります。 
 

○ 事業承継支援 

後継者不在等の課題に対し、東京都「事業承継促進事業」等の各種制度を

活用し、地域産業の維持・発展に努めてまいります。 
 

○ 専門人材マッチング 

お取引先と経験豊富な企業の OB や専門家をマッチングする「新現役交流会」

を開催する他、外部専門機関と連携し専門家派遣を行い、お取引先の人材  

不足解消および事業の更なる発展を支援してまいります。 

 

２. 「振興基準」の遵守 

発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に

係る取引条件の改善、知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と

中小受託事業者との望ましい取引慣行（受託中小企業振興法に基づく「振興基

準」）を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣

行の是正に積極的に取り組みます。 



３. その他 

当組合では、「地域に密着し地域社会に奉仕する」という経営理念のもと、  

持続可能な社会の実現に向け、地域の社会・経済・環境等の諸課題の解決に  

取り組むなど、協同組織金融機関としての使命を果たしてまいります。 

 

２０２４年９月５日 

（２０２６年１月１５日更新） 

 

受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言します。 

 

 大東京信用組合   理事長 柳沢 祥二  


